
 

鳥取県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する要綱 

 

制定 平成３０年１１月２８日付第２０１８００２３２４８５号 

鳥取県生活環境部長通知 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律（平成１９年

法律第１１２号。以下「法」という。）、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に

対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成２９年国土交通省・厚生労働省

令第１号。以下「省令」という。）、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法

律施行規則（平成２９年国土交通省令第６３号。以下「施行規則」という。）に定めるも

ののほか、法第５９条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人（以下「支援法人」とい

う。）の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（指定基準） 

第２条 支援法人が法第６２条に掲げる業務（以下「支援業務」という。）を公正かつ適確

に行う観点から、法第５９条第１項各号に定める基準ごとに次の指定基準を定める。 

１ 法第５９条第１項第１号関係 

職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、

支援業務の適確な実施のために適切なものであることについては、次の各号に適合する

こと。 

（１）支援業務を行う区域が定められていること。 

（２）支援業務の対象となる要配慮者の範囲が定められていること。 

（３）支援業務を行うにあたっての組織体制、人員体制が備わっていること。 

（４）県内に事務所を有し、当該事務所で支援業務の事務を行うことができること。 

（５）支援業務の具体的内容及び実施方法が定められていること。 

（６）支援業務に関して、地方公共団体及び法第８１条第１項に規定する居住支援協議会

との連携体制を確保していること。 

２ 法第５９条第１項第２号関係 

前項の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基

礎を有するものであることについて、次の各号に適合すること。 

（１）支援業務に必要な事業資金を有していること。 

（２）法人として債務超過の状態にないこと。 

（３）法第６２条各号のうち、行おうとする支援業務について、概ね１年以上の実績をし

ていること。 

（４）支援業務を実施するにあたり、実務経験を有する職員が実際の支援業務に関与して

いること。 

３ 法第５９条第１項第４号関係 

代表者及び役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがな

いものであることについて、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

（１）成年被後見人又は被保佐人 



 

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３）拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

（４）法第７０条第１項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して２

年を経過しない者 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

（６）暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７）債権の取立てに当たり、貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２１条第１項（同

法第２４条第２項、第２４条の２第２項、第２４条の３第２項、第２４条の４第２項、

第２４条の５第２項及び第２４条の６において準用する場合を含む。）の規定に違反し、

若しくは刑法（明治４０年法律第４５号）若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大

正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

４ 法第５９条第１項第５号関係 

支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の

公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることについて、次の各号の全てに適

合すること。 

（１）原則、支援業務以外の業務を行う組織と分離をしていること。 

（２）法６４条第１項第１号に規定する債務保証業務を行っている場合は、債務保証業務

及びその関連業務とそれ以外の業務とで経理が区分されていること。 

（３）法６４条第１項第２号に規定する法第６２条第５号に掲げる業務（以下「残置物処

理等業務」という。）を行っている場合は、残置物処理等業務及びその関連業務とそれ

以外の業務とで経理が区分されていること。 

５ 法第５９条第１項第６号関係 

前各項に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものである

ことについて、次の各号の全てに適合すること。 

（１）定款等において支援業務を実施するために必要な記載があること。 

（２）支援業務を実施することについて意思決定をしていること。 

（３）業務運営上知り得た個人情報の取扱いについて、内部規則等で具体的な取扱いが定

められている等の適切な措置をしていること。 

 

（指定の申請等） 

第３条 次の表の左欄に掲げる行為は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を知事に提出す

ることにより行うものとする。 

法第５９条に規定する支援法人の指定

の申請 

住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請

書（様式第１号） 

法第６１条第１項に規定する支援法人

に係る指定内容の業務種別変更の認可 

住宅確保要配慮者居住支援法人指定内容

業務種別変更認可申請書（様式第２号） 



 

法第６１条第２項に規定する支援法人

に係る指定内容の変更の届出 

住宅確保要配慮者居住支援法人指定内容

名称等変更届出書（様式第３号） 

支援法人に係る指定についての廃止、

休止又は再開の届出 

支援業務廃止（休止・再開）届出書（様式

第４号） 

２ 前項に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書又は住宅確保要配慮者居住支

援法人指定内容業務種別変更認可申請書又は住宅確保要配慮者居住支援法人指定内容名

称等変更届出書には、省令第４１条各項に規定する次に掲げる書類を添付しなければな

らない。（ただし、住宅確保要配慮者居住支援法人指定内容業務種別変更認可申請書、住

宅確保要配慮者居住支援法人指定内容名称等変更届出書にあっては、当該変更に係る書

類以外のものを除く。） 

（１）定款 

（２）登記事項証明書 

（３）申請日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請日の

属する年度に設立された法人の場合は、設立時の財産目録） 

（４）申請に係る意思の決定を証する書類（様式第５号） 

（５）法第５９条第１項第１号に規定する支援業務の実施に関する計画（様式第６号） 

（６）役員の氏名及び略歴を記載した書類（様式第７号） 

（７）現に行っている業務の概要を記載した書類（様式第８号） 

（８）法第５９条第１項第４号の規定により支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれ

がない旨の誓約書（様式第９号） 

（９）支援業務を行う事務所の位置図及び平面図 

（１０）前各号に掲げるもののほか、支援法人の指定にあたって参考となる書類 

３ 知事は、申請者を支援法人として指定したときは、支援法人の名称及び住所並びに支援

業務を行う事務所の所在地を県のホームページに公開するとともに、様式第１０号によ

り支援法人に、様式第１１号により支援法人が業務を行う区域の市町村長に、それぞれ通

知するものとする。 

４ 知事は、申請者が法第５９条の基準に適合しないと認めるときは、支援法人として指定

しない旨を様式第１２号により申請者に通知するものとする。 

５ 知事は、支援法人が法第６１条第１項の基準に適合すると認めるときは、様式第１３号

により支援法人に、様式１４号により支援法人が業務を行う区域の市町村長に、それぞれ

通知するものとする。 

６ 知事は、支援法人が法第６１条第１項の基準に適合しないと認めるときは、様式第１５

号により支援法人に通知するものとする。 

 

（債務保証業務の委託） 

第４条 支援法人は、法第６３条に基づき、法第６２条第１号に掲げる業務（以下「債務保

証業務」という。）のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他

の者に委託する場合は、委託しようとする業務、委託する理由を債務保証業務委託認可申

請書（様式第１６号）に記載の上、知事に提出し認可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の認可を行う場合は、債務保証業務委託認可通知書（様式第１７号）を支



 

援法人に通知するものとする。 

３ 知事は、第１項の認可を行わない場合は、債務保証業務委託の認可を行わない旨の通知

書（様式第１８号）により、支援法人に通知するものとする。 

 

（債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程の認可） 

第５条 支援法人は、法第６４条第１号に規定する債務保証業務及び法第６４条第２号に

掲げる残置物処理等業務を行うときは、それぞれ債務保証業務に関する規程（以下「債務

保証業務規程」という。）、残置物処理等業務に関する規程（以下「残置物処理等業務規程」

という。）を定め、様式第１９号に添付し、知事に提出し認可を受けなければならない。 

２ 前項で認可を受けた債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更するときは、

法第６４条第３項に基づき、様式第２０号に変更した債務保証業務規程又は残置物処理

等業務規程を添付し、知事に提出し認可を受けなければならない。 

３  知事は、第１項による認可を行う場合にあっては、様式第２１号、第２項による認可を

行う場合にあっては、様式第２２号により、支援法人に通知するものとする。 

４  知事は、第１項による認可を行わない場合にあっては、様式第２３号、第２項による認

可を行わない場合にあっては、様式第２４号により、支援法人へ通知するものとする。 

 

（事業計画等の認可） 

第６条 支援法人は、法第６５条第１項の規定に基づき、毎事業年度の開始前に（指定を受

けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後、延滞なく）、支援業務事業計

画等認可申請書（様式第２５号）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請し認可を受

けなければならない。 

（１）支援業務事業計画書 

（２）支援業務収支予算書 

（３）指定後に法第６１条第１項に規定する変更以外の変更があった場合は、当該変更に関

する第３条第２項各号及び第３項各号に掲げる書類 

（４）指定後に法第６１条第２項に規定する変更以外の変更があった場合は、当該変更に関

する第３条第２項各号及び第３項各号に掲げる書類 

２ 知事は、法第６５条第１項の規定による認可を行う場合は、支援業務事業計画等認可書

（様式第２６号）により、支援法人に通知するものとする。 

３ 知事は、法第６５条第１項の規定による認可を行わない場合は、支援業務事業計画等の

認可を行わない旨の通知書（様式第２７号）により、支援法人に通知するものとする。 

４ 支援法人は、第２項の規定により認可を受けた事業計画等を変更する場合には、支援業

務事業計画等変更認可申請書（様式第２８号）に変更内容を記載した支援業務事業計画書

及び支援業務収支予算書を添付し、知事に申請するものとする。 

５ 知事は、法第６５条第１項の規定による変更認可を行う場合は、支援業務事業計画等変

更認可書（様式第２９号）により、支援法人に通知するものとする。 

６ 知事は、法第６５条第１項の規定による変更認可を行わない場合は、支援業務事業計画

等の変更認可を行わない旨の通知書（様式第３０号）により、支援法人に通知するものと

する。 

 



 

（事業報告書等の提出） 

第７条 指定支援法人は、法第６５条第２項の規定に基づき、毎事業年度、支援業務事業報

告書等提出書（様式第３１号）に支援業務に係る事業報告書及び収支決算書並びに財産目

録及び貸借対照表を添付し、当該事業年度経過後３か月以内に、知事に提出しなければな

らない。 

 

（指定の取消し等） 

第８条 知事は、法第７０条に基づき、支援法人の指定の取消しを行った場合には、住宅確

保要配慮者居住支援法人指定取消通知書（様式第３２号）により当該法人に通知するとと

もに、県のホームページにその旨を公開するものとする。 

２ 知事は、前項により指定を取り消した場合には、支援法人が業務を行っていた区域の市

町村長に、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定取消しについて（様式第３３号）により

通知するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１１月２８日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 


